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平成27年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号)

平成27年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ762,000千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

709,769,500千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ����������� ��	���� ������
����

１ 地 方 交 付 税 ����������� ��	���� ������
����

９ 国 庫 支 出 金 ����������
 ������� ����������


２ 国 庫 補 助 金 �����
�	�� ������� ����	��	��

歳 入 合 計 ����������� ������� �����������

８ 土 木 費 ��������
� ������� ���
����
�

２ 道 路 橋 梁 費 �������
	� ������� �������
	�

歳 出 合 計 ����������� ������� �����������

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円



( )

青
森
県
告
示
第
百
二
十
五
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

車
両
制
限
令(

昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号)

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号)

第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

二

指
定
す
る
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����
書
籍

ａ
ｙ
ａ
特
別
版

三
月
号
増
刊

一
八
八
一
六
―
〇
三

宙
出
版

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

B
O
Y
'S

ピ
ア
ス
１
９
周
年
記
念
号三
月
号

一
八
一
六
一
―
〇
三

サ
ン
・
メ
デ
ィ

ア
レ
ッ
プ

�����

封
印
映
像
お
宝
ハ
プ
ニ
ン
グ
流
出
ス
ペ

シ
ャ
ル

２
０
１
６
最
新
版

六
三
八
〇
五
―
五
七

コ
ス
ミ
ッ
ク
出

版

�����

別
冊
Ｓ
Ｐ
Ａ
！
女
の
発
情
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
完
全
解
明
し
た
禁
断
の
黄
金
法
則

六
七
六
九
五
―
三
二

扶
桑
社

�����

Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ｕ
Ｓ

Ｍ
Ａ
Ｘ

二
月
号

〇
四
〇
九
九
―
〇
二

Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
ズ

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

は
ら
眼
科

五
所
川
原
市
中
央
一
丁
目
四
〇
の
二

平
成

��･

��･

��

藤
原
内
科

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
北
平
一
一
五
の
八

〃

ア
イ
セ
イ
薬
局
五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
字
川
端
町
一
一
の
一
三

�	･

�･

��

し
ん
ま
ち
薬
局

む
つ
市
新
町
一
〇
の
一
二
パ
ピ
ー
コ
ー
ポ
五

号

〃

路

線

名

区

間

県
道
弘
前
環
状
線

平
川
市
大
字
日
沼
字
富
田
二
八
の
五
か
ら

平
川
市
大
字
杉
館
字
松
橋
二
六
二
ま
で



( )

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)
マ
エ
ダ
三
沢
モ
ー
ル

三
沢
市
大
字
三
沢
字
南
山
七
二
の
五
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
マ
エ
ダ

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
惠
三

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
三
沢
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
沢
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
弘
前
安
原
店

弘
前
市
大
字
泉
野
五
丁
目
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

太
閤
木
下
建
設
株
式
会
社

大
阪
府
東
大
阪
市
長
田
西
四
丁
目
四
の
二
一

代
表
取
締
役

木
下
吉
数

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
弘
前
若
葉
町
店

弘
前
市
大
字
清
水
一
丁
目
二
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
あ
さ
ひ
ほ
う
む

弘
前
市
大
字
早
稲
田
二
丁
目
二
の
五

代
表
取
締
役

葛
西
重
明

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧
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１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
黒
石
富
士
見
店

黒
石
市
富
士
見
一
一
八
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
薬
王
堂

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
二
四
二
の
一

代
表
取
締
役

西
郷
辰
弘

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
黒
石
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
黒
石
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

十
三
湖
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所
及
び
中
泊
町
役
場

公

安

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
警
察
本
部
長

山

本

和

毅

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
機
等
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
一
月
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
北
支
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目
六
の
一

六

契
約
金
額

百
二
万
三
百
八
十
四
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
八
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
警
察
本
部
長

山

本

和

毅

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

県
内
Ｗ
Ａ
Ｎ
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
器
等
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
の
一

六

契
約
金
額

七
十
二
万
千
四
百
四
十
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手

方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
六
日
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